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令和 2（2020）年 4 月 27 日 

令和２年度４月補正予算のポイント 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大の防止に引き続き取り組むとともに、緊急事態宣言に伴う自粛要請の

影響を受ける市民や市内事業者の皆さんを支援します。 

 一人当たり１０万円の給付金（特別定額給付金）は、５月１日（金）からオンラインによる申請の受付を

開始し、５月２日（土）から郵送による申請書類の送付を開始します。５月７日（木）から順次給付を開

始します。 

 売り上げが減少している個人事業主や小規模法人に、１事業者当り１０万円を上限に店舗等の賃料

を補助します。５月１日（金）から申請の受付を開始します。 

 飲食店のテイクアウトやデリバリーの利用を促進する応援キャンペーンを行います。 

 児童手当を受給する世帯に、児童一人当たり１万円の臨時特別給付金を上乗せして支給します。 

 学校園や公共施設に消毒液、体温計などの物品を整備します。 

 小中学校に学習指導員を配置し、休業中の未指導分の補習等を支援します。 

 市立伊丹高等学校の生徒が、自宅でオンライン学習できる環境を整えます。 

これらの事業は、国や兵庫県の補正予算による補助金等を主な財源として、必要な予算を専決処分（４

月２７日）により措置しました。 

＜問い合わせ先＞ 

（施策・事業関連）総合政策部 政策室  （予算・財政関連）財政基盤部 財政企画室 

辻本（内 4052）、溝渕（内 4421）      藤澤 （内 4116）、池田（内 4158） 

政策室ダイヤルイン 072-784-8007   財政企画室ダイヤルイン 072-784-8028 

市民の皆さまに一日でも早く、支援をお届けします!! 
～新型コロナウイルス感染症への緊急対応策～ 

 
 

補正予算額 

(一般会計) 21,218,669 千円
財源内訳：国庫支出金：20,822,631 千円

  県支出金 ：  11,005 千円

  一般財源 ：  385,033 千円

＜主な事業＞ 
○生活や雇用の維持と事業の継続支援 

・個人事業主等への店舗等賃料補助（資料 P.5）                            237,300 千円 

・休業要請事業者経営継続支援（資料 P.5）                                 74,952 千円 

・デリバリー支援（資料 P.6）                                                6,370 千円 
・テイクアウト・デリバリー利用促進キャンペーン（資料 P.6）                      45,439 千円 

○感染拡大防止対策 
・学習支援対策                                                           3,324 千円 

・在宅勤務環境の整備                                                    10,741 千円 
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